
令和４年度 
 

第３回市政アンケート調査 

 

〔テーマ・担当課〕 
 

■調査期間 令和 4 年 7 月 25 日～8 月 8 日 

■調査数 680 件 

■回答数 585 件 

■有効回答率 86.0% 

 

１.「情報通信の利用状況」について 

（担当課：総務企画局 ICT推進課） 

２.「博多湾の海底ごみ」について 

（担当課：農林水産局 水産振興課） 

３.「福岡市の国際化」について  

担当課：総務企画局 国際交流課 

                       総務企画局 アジア連携課 

４.「道路整備」について  

（担当課：道路下水道局 道路計画課） 

 

○ご記入いただいた個人情報は、市政アンケート調査の集計のために利用した上で、 

個人情報保護に関する法令などに基づき適正に管理いたします。 

○提出期間を過ぎて提出されると、皆さまからの貴重なご意見を集計結果に反映でき 

なくなりますので、 提出期限は厳守 いただきますようお願いいたします。 

○回答方法（選択肢の番号に〇をつけてください。） 

例）１ 知っている   ２ 知らない 

  

  調査協力員番号          お名前 

 

   ※ 調査協力員番号は 封筒の宛名シール に記載しております。 

    （ 返信用封筒右上に記載されている「501」ではありませんのでご注意ください。） 
 

(提出期限)８月８日(月)までにポストに投函してください。 

  



 

福岡市では、市民サービスの向上と行政の手続の簡素化・効率化を図るため、情報通信技術（ＩＣＴ）を

活用した行政情報化および地域情報化の各種取り組みを進めています。 

 

問１  あなたは、インターネットを利用していますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

 

※パソコンやスマートフォンなどを使って、インターネットを利用することで、メールなどを

利用した連絡、ホームページを利用した情報入手、各種行政手続きのオンライン申請などが可

能となります。（N＝585）無回答 0.5 

 

１ 利用している（常日頃から）            81.7 

２ 利用している                                      5.5 

（常日頃は利用しないが、過去１年間に利用したことはある） 

３ 利用していない                  12.3       

 

問 2  ≪ 問１で「１」「２」と回答した方におたずねします。≫ 

あなたは、インターネットをどのような目的で利用していますか。あてはまるものをすべて選

んでください。（n＝510）無回答 0.4 

 

    １ 連絡、情報交換（メール、LINE、SNS など）                94.7 

    ２ 情報収集（上記「１」を除く）（ホームページ、天気予報、地図などの閲覧）  90.2 

      ３ 情報発信（上記「１」を除く）（SNS、ブログなど）             33.1 

    ４ デジタルコンテンツの入手・利用（動画、音楽、ゲームなど）         70.6 

    ５ 商品・サービスの購入（上記「４」を除く）（ネットショッピング、フリマサイトなど） 

                                                                                      78.0 

      ６ 各種手続き（電子申請、再配達依頼、懸賞・アンケート回答など）       66.1 

      ７ 支払・決済（キャッシュレス決済など）                   66.1 

８ 在宅勤務、テレワーク                           22.2 

９ オンライン授業の受講                           14.9 

     １０ その他（具体的に：                        ）    1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪ 「情報通信の利用状況」について≫ 

問２、問３へ 

問４へ 



問３  ≪ 問１で「１」「２」と回答した方におたずねします。≫ 

あなたは、インターネットを利用するときに、以下の機器を使っていますか。（１）～（４）のそ

れぞれの項目について、あてはまるものを１つずつ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ すべての方におたずねします。≫ 

問４  インターネットでできる福岡市の手続きについておたずねします。あなたは、下記の例のような

手続きがインターネットで利用できることを知っていますか。また、いずれか１つでも利用した

ことがありますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。（N＝585）無回答 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用したことがある                                               62.7 

 

２ 知っているが、利用したことはない                                 25.5 

 

３ 知らない                                                          9.1 

 

 

 

 

 

  

（ n＝510） 使っている 使っていない 無回答 

 例） ○○○  １  ２  

 例） ○○○  １  ２  

（１）携帯電話  ※下記（２）を除く  20.0  71.6  8.4 

（２）スマートフォン  94.7  3.5  1.8 

（３）タブレット端末  42.2  53.3  4.5 

（４）パソコン  69.4  26.9  3.7 

 
【 インターネットでできる手続きの例 】 

● 新型コロナウイルスワクチン接種の申し込み 

● 住民票の写しの交付申請 

● 高齢者乗車券・福祉乗車券の申請 

● 税務証明書の交付申請・窓口交付予約（納税証明書など） 

● 子ども医療証の申請  

● 水道の使用開始と使用中止の申し込み 

● 文化・スポーツ・公共施設などの利用予約 

● 各図書館の蔵書検索・貸出予約と図書のリクエスト申し込み 

● 粗大ごみ収集の申し込み（自己搬入ごみの事前受付を含む） 

● インターネット口座振替受付（市税・国民健康保険等） 

● 引越し手続きのオンライン予約サービス 

● 市営住宅の入居申し込み     

● 市営地下鉄の Web遅延証明書             など 

 

 

問５へ 

問６へ 

問６へ 



問５ ≪ 問４で「２」と回答した方におたずねします。≫ 

その理由は何ですか。あてはまるものをすべて選んでください。（n=149）無回答 - 

 

   １ 利用する必要がなかった                                                   44.3 

２ 利用したい手続きが電子申請に対応していない                                6.0 

３ 手続きのサイト・ページが見つけにくい                                     10.7 

４ パソコンなどの電子機器の操作や入力が難しそう                             26.2 

５ パソコン専用ページしかなく、携帯電話やスマートフォンで利用しづらい        7.4 

６ 紙申請の方が簡単                                                         28.9 

７ きちんと申請ができているのかわからない                                   24.8 

８ 対面の方が丁寧に説明を受けられる                                         24.2 

９ 個人情報の取り扱いが不安                                                 17.4 

１０ その他（具体的に：                ）                      9.4 

１１ 特にない                                                                  4.0 

 

≪ すべての方におたずねします。≫ 

問６  あなたは、今後、福岡市のインターネットを利用した情報化の取り組みについてどのようなこと

を期待しますか。特にあてはまるものを５つまで選んでください。（N＝585）無回答 1.4 

 

１ 身近な行政手続の利便性向上                                             72.6 

２ マイナンバーカードを利用した手続きの拡充                               44.1 

３ 各種支払（税金、水道料金、保険料、保育料など）の利便性向上             49.6 

４ 高齢者や児童生徒の情報活用能力の向上のための情報教育の充実             23.6 

５ オンライン授業体制の拡充                                               14.4 

６ ＳＮＳやホームページを活用した市政情報発信                             20.7 

７ 市政運営への市民参加の促進（市民意見の募集など）                       13.8 

８ 地域活性化の取り組み推進（地域情報発信の支援や地域経済の振興など）     15.9 

９ 情報通信環境の充実（高速通信のインフラ整備や公衆無線ＬＡＮの整備など） 31.8 

１０ 人工知能（ＡＩ）や小型センサーなどの先端技術を活用した取り組み（センサーによる

高齢者の見守りなど）                                                   24.8 

１１ その他（具体的に：               ）                      1.7 

１２ 特にない                                                                6.3 

 

問７  情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した、オンライン手続などの行政情報化および地域情報化の各種

取り組みについての意見や要望などがありましたら、ご自由にお書きください。 

    

 

 

 

 

  



 

博多湾は多種多様な漁業が営まれ、新鮮でおいしい魚介類が獲れる豊かな海ですが、海底ごみ（海底

に沈んで堆積したごみ）によって漁網が破れたり、漁場環境が悪化したりするなど、漁業への影響が見

られます。 

このため、福岡市では漁業者と連携して海底ごみ回収を行うとともに、環境に関するイベントなど

で、海底ごみ削減のための啓発活動を実施しています。 

 

問８  レジ袋やペットボトルなどの日常生活ごみが、ポイ捨てなどにより道路の側溝や河川などを通し

て博多湾に流入し、海底ごみとなっています。あなたは、そのことを知っていましたか。あては

まるものを１つだけ選んでください。（N＝585）無回答 - 

 

１ 知っていた                     72.1 

２ 知らなかった                   27.9 

 

 

問９  あなたは、漁業者が博多湾の海底ごみを回収していることを知っていましたか。あてはまるもの

を１つだけ選んでください。（N＝585）無回答 - 

 

１ 知っていた                     26.5 

２ 知らなかった                   73.5 

 

 

【 漁業者による海底ごみ回収 】 
 

漁業者は、漁船で海底ごみを回収する『博多湾漁場クリーンアップ作戦』を毎年実施し、漁場環境

の維持・保全に努めています。また、普段の漁業操業中においても、海底ごみを回収し、回収したご

みは市が費用負担し、処分しています。 

海底ごみ回収には、多大な労力を要しますが、回収される海底ごみの量は減少していません。海底

ごみを減らすためには、陸域から博多湾に流入するごみを減らすことが重要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪ 「博多湾の海底ごみ」について≫ 

 

 

 

 

 

▲回収された海底ごみ ▲海底ごみ回収の様子 



問１０ 博多湾に流入するごみを減らすためには、ポイ捨てなどをしないことに加え、日頃からごみ自体を

減らすことを意識して生活することが重要です。あなたは、ごみを減らすために、普段から行って

いることはありますか。あてはまるものを１つだけ選んでください。（N＝585）無回答 - 

 

 

１ ある                                                      87.2 
               

２ ない                                                      12.8 
 

 

 

問１１ ≪ 問１０で「1」と回答した方におたずねします。≫ 

あなたが、ごみを減らすために、普段から行っていることは何ですか。あてはまるものをすべ

て選んでください。（n=510）無回答 - 
 

１ 買い物の際にはマイバッグを持参するなどし、レジ袋をもらわないようにしている  90.8 

２ 水筒やタンブラーなどを使用し、ペットボトル飲料や缶飲料の購入を控えている    58.6 

３ 物は壊れてもすぐに買い替えるのではなく、修理して使うようにしている          36.3 

４ 使い捨ての物ではなく、繰り返し使用できる物を購入するようにしている          45.7 

５ 計画的な買い物を心掛け、必要以上の商品を購入しないようにしている            48.2 

６ 不要になった物は人に譲ったり、リサイクルショップやフリーマーケットに持ち込んだり 

している                                                                    43.5 

７ 地域の廃品回収やスーパーなどのリサイクルボックスを利用している              65.5 

８ その他（具体的に：                    ）                 2.4 

 

≪ すべての方におたずねします。≫ 

問１２ 博多湾の海底ごみを減らすため、あなた自身はどのようなことに取り組みたいと思いますか。

あてはまるものをすべて選んでください。（N＝585）無回答 1.2 
 

１ ごみを減らすことを意識して生活する                       84.8 

２ ごみのポイ捨てや不法投棄に対する注意喚起                 53.2 

３ 海底ごみのことを身の回りの人に伝える                     25.0 

４ 海辺や河川などのボランティア清掃活動                     23.1 

５ 海底ごみについて調べる                                    8.5 

６ その他（具体的に：               ）         2.1 

７ 特にない                                                  1.5 

 

 

 

 

 

 

  

問１２へ 

問１１へ 



≪ 「福岡市の国際化」について≫ 

 

福岡市は、世界中から人・投資・物・情報が集まる、活力と存在感に満ちたアジアの拠点都市を目

指し、国際化に関するさまざまな取り組みを行っています。 

 

【 福岡市の国際交流（姉妹都市交流）について 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福岡市では、国際化の推進や国際都市としての魅力向上のため、いろいろな国際交流を行っています。 

特に世界の８つの都市との間で実施している姉妹都市交流では、市民に海外と身近に交流するきっかけ

をつくることで、お互いの文化を理解・尊重し、信頼・協力関係を構築することにより、相互発展に寄

与するための取り組みを行っています。 

 

１ 青少年交流    ：姉妹校交流、ホームステイや訪問団への参加・受け入れ、作品交流など  
２ スポーツ交流   ：国際親善スポーツ大会参加、海外の団体との交流など  
３ 文化交流     ：海外での日本文化の紹介、海外との文化・芸術事業への参加、博物館や 

美術館での国際的な特別展、公民館などでの地域の国際交流事業など  
４ 経済交流     ：国際ビジネス商談会や海外ビジネスセミナーへの参加など  
５ 国際協力     ：国際協力・国際貢献、国際ボランティアへの参加、研修員受け入れなど  
６ 国際交流イベント ：アジアンパーティ（The Creators、福岡アジア文化賞）など 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲国際交流イベント  ▲経済交流 

 ▲スポーツ交流  ▲青少年交流 



問１３ あなたは、下記の都市について知っていますか。あてはまるものをすべて選んでください。 

           （N＝585）無回答 0.9 

１ 釜山市（韓国）                                   84.8 

２ 広州市（中国）                                   46.2 

３ ヤンゴン市（ミャンマー）                         36.9 

４ イポー市（マレーシア）                            5.0 

５ オークランド市（ニュージーランド）               37.4 

６ オークランド市（アメリカ）                       32.3 

７ アトランタ市（アメリカ）                         54.0 

８ ボルドー市（フランス）                           46.5 

９ どの都市も知らない                                8.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１４  今後の福岡市と姉妹都市との交流について、あなたの考えに最も近いものはどれですか。あて

はまるものを１つだけ選んでください。（N＝585）無回答 1.7 

 

１ 交流を充実させたほうがよい                                         63.6 

２ そのままでよい                                                     29.2 

３ 交流を縮小したほうがよい                                            5.5 

 

問１５ ≪ 問１４で「１」「２」と回答した方におたずねします。≫ 

福岡市が実施する姉妹都市交流事業のうち、どの事業に力を入れて取り組むべきだと思いますか。

特にあてはまるものを２つまで選んでください。（n=543）無回答 4.2 

 

１ 青少年交流                 37.6 

２ スポーツ交流               21.5 

３ 文化交流                   42.7 

４ 経済交流                   21.9 

５ 国際協力                   20.3 

６ 国際交流イベント           20.4 

７ どの事業も同じ程度          8.8 

 

  

福岡市は、現在８都市と姉妹都市を締結しています。 

● オークランド市〔アメリカ〕（1962年～） 

● 広州市（1979年～） 

● ボルドー市（1982年～） 

● オークランド市〔ニュージーランド〕（1986年～） 

● イポー市（1989 年～） 

● 釜山市（1989年～※１） 

● アトランタ市（1993年～※２） 

● ヤンゴン市（2016年～） ※１ 行政交流都市締結 

※２ パートナーシップ都市締結 

問１５へ 

問１６へ 



【 福岡アジア文化賞について 】 

 

福岡市では、アジア地域の優れた文化の振興と相互理解および平和に貢献するため、1990 年に市、学界、 

民間が一体となって「福岡アジア文化賞」を創設し、以来、令和３年度までに 28 か国・地域、118 名の

方々に賞をお贈りしてきました。これまで受賞された方は、長年に渡り異文化の理解と尊重を求める国際

協力を実践してこられた中村哲氏（日本）や、後にノーベル平和賞を受賞されたムハマド・ユヌス氏（バ

ングラデシュ）など、皆さま世界各地で活躍をされております。 

今年は９月 26 日(月)～30 日(金)にかけて、授賞式や市民フォーラム、学校訪問を開催する予定として

おります。なお、授賞式、市民フォーラムはオンラインでも視聴可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ すべての方におたずねします。≫ 

問１６  あなたは、「福岡アジア文化賞」を知っていますか。また、主な行事※に参加したことはあります

か。あてはまるものを１つだけ選んでください。 

※主な行事…授賞式、受賞者による講演、コンサート、学校訪問、パネル展など 

（N＝585）無回答 0.2 
 

 

１ 参加したことがある（オンライン視聴含む） 

 1.0 
 

２ 知っている（名前を聞いたことがある）が、参加したことはない 

25.6 
 

３ 知らない 

73.2 

 

 

  

問１７へ 

大賞： 

林 英哲氏 

（日本／太鼓奏者） 

学術研究賞： 

タイモン・スクリーチ氏 

（英国／美術史家） 

芸術・文化賞： 

シャジア・シカンダー氏 

（米国／アーティスト） 

【2022年（第 32回）受賞者】 

問１９へ 

問１７、問１８へ 



問１７ ≪ 問１６で「１ 参加したことがある」「２ 知っているが、参加したことはない」と回答した方

におたずねします。≫  

「福岡アジア文化賞」についてどのようなことを知っていましたか。あてはまるものをすべて

選んでください。（n=156）無回答 1.3 
 

１ 福岡アジア文化賞の目的※３                                                                       26.3 

２ 授賞式が行われていること                                           62.2 

３ 市民フォーラムが行われていること                                   34.6 

４ 学校訪問が行われていること                                          9.6 

５ いずれの行事（「２」「３」など）も無料で参加できること            6.4 

６ 授賞式や市民フォーラムがオンライン視聴可能となっていること          3.2 

７ その他（具体的に：                 ）               0.6 

 ８ 名前しか知らなかった                                               19.9 

 

 

 

 

 

問１８ ≪ 問１６で「２ 知っているが、参加したことはない」と回答した方におたずねします。≫ 

行事に参加したことがない理由について、あてはまるものをすべて選んでください。 

（n=150）無回答 2.0 

  

１ 福岡アジア文化賞に興味がなかった                             25.3 

２ 受賞者に興味がなかった                                       12.7 

３ 行事のテーマや企画に興味がなかった                           17.3 

４ 日程などの都合がつかなかった                                 18.0 

５ 申込方法がわからなかった                                     18.7 

６ 参加できることを知らなかった                                 54.7 

７ その他（具体的に：                    ）          4.7 

 

問１９ ≪ すべての方におたずねします。≫  

「福岡アジア文化賞」をより充実させるためには、どのような取り組みを行うことが重要だと思

いますか。あてはまるものをすべて選んでください。（N＝585）無回答 0.3 

 

１ 市民に対する受賞者や公式行事に関する情報発信の充実            62.6 

２ 海外に向けた福岡アジア文化賞に関する情報発信の充実            27.2 

３ 受賞者による若者・学生を対象とした講義などの実施              34.5 

４ 歴代受賞者を招いてのイベントなどの開催                        15.9 

５ 授賞式や市民フォーラムなどのオンライン配信（無料）の充実      18.6 

６ その他（具体的に：                    ）           2.1 

７ 特にない、わからない                                          19.8 
  

※３ 福岡アジア文化賞の目的とは 
 

アジアの多様な文化の保存と創造に顕著な業績を挙げた方に賞を贈ることにより、アジアの文化

の価値を認識し、その文化を守り育てるとともに、アジアの人々が相互に学びあいながら、交流

する基盤づくりに貢献する。 



≪「道路整備」について≫ 

 

 

 

 

問２０ あなたは、普段（通勤・通学・通院、買い物、食事、レジャーなど）、以下の交通手段を利用して

いますか。（１）～（８）のそれぞれの項目について、あてはまるものを１つずつ選んでくださ

い。 

 

 

 

 

 

（N＝585） 

利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

(1) 自動車（自分で運転） 57.1 39.0 3.9 

(2) 自動車（自分以外が運転） 51.5 44.8 3.8 

(3) バス 63.9 33.7 2.4 

(4) タクシー 37.9 58.1 3.9 

(5) 地下鉄 64.6 31.3 4.1 

(6) 電車（JR/西鉄） 56.8 39.0 4.3 

(7) バイク 6.2 87.0 6.8 

(8) 自転車 46.2 49.1 4.8 

 

問２１  あなたは、福岡市の道路の安全性や走行性について、どのように感じていますか。（1）～（３）

のそれぞれの項目について、あてはまるものを１つずつ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

（N＝585） 

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

不
満 

不
満 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

(1) 
歩行者が安全に安心して歩くことができること 

（十分な幅があり、段差が気にならないなど） 
6.3 35.2 35.7 20.9 1.2 0.7 

(2) 
自転車が安全でスムーズに走ることができること 

（自転車専用レーンがあり、走りやすいなど） 
3.2 17.3 36.2 30.6 11.3 1.4 

(3) 
自動車が安全でスムーズに走ることができること 

（道路の状態が良好で、走りやすいなど） 
5.6 41.4 28.4 12.1 10.9 1.5 

  

福岡市では、道路を市民の皆さまにとって、より快適で安全なものにするため、計画的・効率的に

道路整備を進めています。 

 



問２２・問２３  あなたは、福岡市の道路の快適性や利便性について、どのように感じていますか。（1）

～（７）のそれぞれの項目の①重要度、②満足度について、あてはまるものを１つず

つ選んでください。 

 

 問２２ 問２３ 

 ① 重要度 ②満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

（N＝585） 

重
要
で
あ
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
重
要
で
あ
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

無
回
答 

満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
満 

不
満 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

(例) ○○○○○ ○1  ２ ３ ４  １ ○2  ３ ４ ５  

(1) 街路樹などの緑の豊かさ 40.5 44.1 10.8 3.1 1.5 11.5 61.0 15.9 4.3 4.8 2.6 

(2) 
道路の清掃（道路にごみ 

がないなど） 
71.6 26.3 1.2 - 0.9 15.9 59.5 16.9 4.6 1.0 2.1 

(3) 
公共施設などへの案内標

識のわかりやすさ 
63.1 32.1 3.2 0.7 0.9 12.6 53.8 22.6 4.6 4.1 2.2 

(4) 

景観に配慮した道路の美

しさ（タイル舗装やデザ

インに優れたガードレー

ルなど） 

33.2 40.3 21.2 4.3 1.0 5.6 48.2 23.6 5.6 14.2 2.7 

(5) 
道路に電柱や電線類が 

ないこと 
43.1 41.2 10.9 3.8 1.0 5.3 32.3 32.1 19.5 8.2 2.6 

(6) 
歩道上に休憩施設（ベ

ンチなど）があること 
29.6 40.0 23.8 6.0 0.7 4.4 28.0 36.1 13.2 16.2 2.1 

(7) 
道路上に自転車が放置さ

れていないこと 
70.1 27.2 1.7 0.3 0.7 10.1 39.5 29.2 15.0 4.1 2.1 

  



問２４  今後、福岡市の道路をどのように整備・維持管理していくかについて、あなたはどう思います

か。（1）～（9）のそれぞれの項目について、あなたの考えに最も近いものを１つずつ選んで

ください。（N＝585） 

 

    Ａ Ｂ 

Ａ
に
賛
成 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

Ａ
に
賛
成 

ど
ち
ら
も
同
じ
程
度 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

Ｂ
に
賛
成 

Ｂ
に
賛
成 

無
回
答 

(1) 

交通量・渋滞 

37.9 30.1 14.7 10.4 5.5 1.4 
 
交通量の大小や渋滞の有

無などに応じて、特定地域

を集中的に整備 

 
交通量の大小や渋滞の有無

などに関わらず、各地域を均

等に整備 

(2) 

バス・マイカー 

28.2 19.3 33.8 10.6 6.5 1.5 
バスの利便性を優先 マイカーの利便性を優先 

(3) 

歩行者・自動車 

31.6 20.7 37.6 6.8 2.4 0.9  
歩行者の利便性を優先 

 
自動車の利便性を優先 

(4) 

通学路 

33.7 19.3 16.6 16.1 13.5 0.9 通学路を優先して歩道を

整備 

通学路指定の有無によらず、

歩行者が多い箇所から優先

して歩道を整備 

(5) 

自転車通行空間 

16.4 15.2 20.2 25.1 22.1 1.0  
現在の道路上に整備 

 
現在の歩道上に整備 

(6) 

機能 

32.5 23.4 24.6 10.3 8.5 0.7  
自転車通行空間を優先 

 
緑地空間（植栽帯など）を優

先 

(7) 

高質化 

32.1 23.9 24.6 12.0 6.5 0.9 
 
材質やデザインにできる

だけ費用をかけないで、機

能を重視 

 
材質やデザインに少し費用

をかけて、景観や歴史に配慮 

(8) 

整備・維持補修 

14.9 18.5 31.1 20.7 14.2 0.7  
維持補修を優先 

 
道路の拡幅や新しい道路の

整備を優先 

(9) 

管理 

15.4 23.6 31.5 15.0 13.7 0.9 

 
道路の清掃や花壇の管理

など、簡単なものは住民が

行う 

 
すべて行政が行う 

 

  



問２５  今後、福岡市はどのような道路事業に力を入れていくべきだと思いますか。特に重要だと思う 

ものを、５つまで選んでください。（N＝585）無回答 1.9 

 

１ 都市高速などの自動車専用道路の整備                                18.8 

２ 主要な地点を結ぶ幹線道路の整備                                    29.4 

３ 上記「２」以外の身の回りの道路の拡幅整備                          27.9 

４ 道路の維持補修（舗装や側溝の修繕など）                            43.2 

５ 自転車通行空間の整備                                              52.8 

６ 新たな乗り物を考慮した道路整備（電動キックボードなど）             7.5 

７ 歩道の設置や拡幅、段差解消など                                    64.4 

８ 電柱の撤去や電線類の地中化                                        42.4 

９ 景観に配慮した道路整備（タイル舗装やデザインに優れたガードレールなど） 

                                                                      10.1 

１０ 案内標識の新設、記載内容の改善など                                14.0 

１１ 身の回りの道路施設の改善（カーブミラーやガードレールの設置など）  32.0 

１２ 歩道上の休憩施設の整備（ベンチなど）                              20.5 

１３ 緑地空間の整備（街路樹や植栽帯など）                              22.1 

１４ 放置自転車の撤去                                                  27.0 

１５ 道路の清掃                                                        12.5 

１６ その他（具体的に：                          ）    4.3 

１７ 現状のままでよい                                                   0.9 

 

 

 

 

お忙しい中、調査にご協力いただきありがとうございました。 

記入漏れや誤りがないか再度確認の上、同封の返信用封筒にて 

ご返送をお願いします。 

  



【標本構成（第 3 回）】(N=585)  

 

 

 ......................................................................................  
◆性別  
 男性 ............................................................ 47.7 

 女性 ............................................................ 52.3 

 

 ......................................................................................  
◆年齢  
 18～29 歳............................................. 13.7 

 30 代 ......................................................... 17.9 
 40 代 ......................................................... 19.1 
 50 代 ......................................................... 16.9 

 60 代 ......................................................... 13.2 
 70 歳以上 ............................................... 19.1 

 
 ........................................................................  
◆職業 

 正社員・正職員 .................................... 39.1 

 契約社員・派遣社員・嘱託 ...............5.0 
 パート・アルバイト .......................... 13.3 
 会社等役員 ..................................................2.9 
 自営業・家族従事者 ..............................5.3 

 専業主婦・専業主夫 .......................... 11.8 
 学生 ................................................................5.1 
 無職 ............................................................ 14.9 

 その他 ...........................................................2.6 

 
 ......................................................................................  
◆行政区  
 東区 ............................................................ 21.4 
 博多区 ....................................................... 13.5 
 中央区 ....................................................... 12.8 
 南区 ............................................................ 17.6 

 城南区 ...........................................................9.2 
 早良区 ....................................................... 12.0 

 西区 ............................................................ 13.5 

 
 

 

 

 ......................................................................................  
◆居住年数 

 ３年未満 .................................................. 10.8 
 ３年以上５年未満 ................................... 7.7 
 ５年以上 10 年未満 .......................... 10.1 

 10 年以上 20 年未満 ...................... 20.0 
 20 年以上 30 年未満 ...................... 19.3 
 30 年以上 ............................................... 32.1 

 
 ......................................................................................  
◆居住形態 

 持家の戸建て ......................................... 27.7 

 持家の集合住宅 .................................... 30.1 
 賃貸の戸建て ............................................. 1.4 
 賃貸の集合住宅 .................................... 37.6 
 社宅・寮 ...................................................... 2.1 

 その他 ........................................................... 1.2 

 
 ......................................................................................  
◆18 歳未満の同居家族 

 いる ............................................................ 31.3 

 いない ....................................................... 62.7 
 無回答 ........................................................... 6.0 

 

 ......................................................................................  
◆65 歳以上の同居家族 

 いる ............................................................ 35.7 

 いない ....................................................... 63.6 

 無回答 ........................................................... 0.7 
 

 ......................................................................................  
◆回答方法 

 郵送 ............................................................ 46.5 

 WEB .......................................................... 53.5 

 
 

 


	≪ 「博多湾の海底ごみ」について≫
	≪ 「福岡市の国際化」について≫
	≪「道路整備」について≫

